平成１９年度第８回東北地区大学サッカー選手権大会

東北サッカー協会規律・フェアプレー委員会

東北サッカー協会規律・フェアプレー委員長
東北地区大学サッカー連盟規律・フェアプレー委員会（略称連盟規律委員会）
委員長　　松原悟

委員長　　鎌田安久

委員　　　岩本寿生、千田雅也、角南俊輔、深倉和明、吉田毅、中屋敷真

（１）東北サッカー協会規律委員会が最終決定権を持つ。
（2） 連盟での行事であるから、東北地区大学サッカー連盟規律委員会が必要であるが、２００７年度組織が未定のため、今大会のみの連盟規律委員会とする。

（3） 選出の理由は、各会場の対戦カード、運営を考慮した。

（4） 連盟規律委員は、緊急報告書を提出する必要が生じた場合、記載責任者となる。

（5） 連盟委員長は、緊急報告書が提出された場合、東北サッカー協会規律委員会、連盟規律委員会と連携し、処分を決定する。（メール又は電話での会議となる）
（6） 連盟委員長は、委員会の賛同が得られたら、速やかに該当チーム責任者に連絡する。

（7） 該当チーム責任者は、当事者に決定事項を連絡する。

規律に関わる流れについて

（1） 退場者（１試合警告２枚の退場を除く）が出た場合

①　会場の連盟規律委員は、審判報告書、緊急報告書を松原までFAXにて報告する。

2 連盟規律委員長は、東北サッカー協会規律委員長、東北サッカー協会審判委員長に報
告する。

④　連盟規律委員長、連盟規律委員に処分原案を提案する。（メール又は電話会議）

5 連盟規律委員長は、連盟規律委員の了解を得た案を東北サッカー協会規律委員会に提
案し、最終決定を仰ぐ。

6 連盟規律委員長は、連盟規律委員に最終決定を連絡し、該当チーム責任者に処分を通

告する。
⑦　該当チーム責任者は、該当者に通告し、処分の消化後、連盟規律委員長に文書で報告する。
（2） １試合警告２枚の退場者、累積による出場停止が出た場合

1 １試合警告２枚の退場者について

· 連盟規律委員長より、連盟規律委員に提案（通常は１試合の出場停止）し、了解を得た後に、該当チーム責任者に通告する。

· １試合警告２枚の退場とはいえ、その内容が悪質な場合や、繰り返して行う選手が出た場合は、上記（１）退場者が出た場合の流れでの裁定を行う。

2 累積による出場停止が出た場合

· 連盟規律委員長より、該当チームに１試合の出場停止を通告する。

3 通告を受けたチーム責任者は、該当者に通告し、処分の消化後、連盟規律委員長に文

書で報告する。（①、②いづれに対しても適用する）

